
【空家等対策の取組方針】 【対象とする空家等の地区及び種類】 【空家等の調査】

　３つの取組方針を定める。

　　Ⅰ 空家等の発生予防

　　Ⅱ 空家等の適切な管理

　　Ⅲ 空家等の利活用 【計画期間】

　平成31年度（2019年度）～平成35年度（2023年度）

 Ⅰ 空家等の発生予防  Ⅱ 空家等の適切な管理 　　Ⅲ 空家等の利活用

　⑴ 市民意識の啓発・情報提供の充実 　⑴ 所有者等への注意喚起等 ⑴ 相談体制の整備

　　・相談窓口の案内や市の支援制度の周知による意識啓発 　　・空家等の管理責任に関する注意喚起や相談の総合窓口の設置 　・相談に関する情報提供や各種団体との連携によ

　⑵ 相続を契機とする空家等の発生予防 　⑵ 啓発リーフレットの配布、広報紙、ホームページ等の活用 　　る空家等の活用促進

　　・空き家の譲渡所得の特例措置制度の周知・啓発 　　・広報紙等を活用した情報発信 ⑵ 市の魅力発信、移住・定住、流通市場の育成・

　⑶ 相続登記の促進 　⑶ 空家等の管理代行サービスの活用促進 　 普及

　　・相続登記の必要性に対する市民の理解を高めるための啓発 　　・空家等管理事業者等との連携による管理代行サービスの検討 　・市の移住・定住支援事業や空き家バンク等の活

　⑷ 支援制度の活用を通じた安全・安心な住まいの確保 　⑷ 所有者等によるリフォーム実施支援策の検討 　　用

　　・耐震改修等の各種支援制度の活用や金融機関との連携 　　・国の制度を活用した空家等に関する支援策の検討 ⑶ 空家等及び除却した空家等の跡地の利活用

　⑸ 管理不全な空家等への対応 　・空家等の公的利用や跡地の有効活用の検討

　　・特定空家等に対する空家法に基づく助言・指導などの措置の実施

 ◆ 相談窓口の設置  ◆ 国が創設する空家等対策の新規制度等への対応

　 ・市民及び所有者等からの空家等に関する苦情や相談窓口の設置（既設） 　 ・「空き家再生等推進事業」「空き家対策総合支援事業」等の効果的な活用を検討

 ◆ 庁内推進体制の整備 　 ・他自治体で推進する先進的な対策事例等の情報収集による既存の支援制度等の見直しや助成等の実施を検討

　 ・十和田市空家等対策協議会との連携

　 ・庁内関係部署との連携

 ◆ 専門家、関係事業者団体との連携体制

　 ・関係機関、団体との連携を強め、双方の情報や機能を連携・補完
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　 空家等対策を効果的に進め
 るため、空家等の発生予防や
 適切な管理を行うとともに、
 空家等の利活用などの取組を
 実施する。

　 平成30年度空家等現地調査の結果を空家等情
 報として整備し、町内会・市民等から寄せられ
 た苦情・相談等の情報提供により更新等を行う
 とともに、さらに精度の高い空家等の実態調査
 の手法を検討する。

十和田市空家等対策計画【概要】

１
背
景
・
目
的

・人口減少や高齢化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化
　などを背景に、空家等が年々増加しており、適切な管理が行
　われないまま放置されている状態の空家等が地域住民の生活
　環境に悪影響を及ぼしているものもあり早急な対応の実施が
　求められている。
・今後、空家等の増加が見込まれる中、空家等対策を体系的に
　まとめ、効率的、効果的な対策による空家等の適正管理及び
　利活用の促進を図ることを目的に空家法第６条の規定に基づ
　き「十和田市空家等対策計画」を策定する。

２
空
家
等
の
現
状
等

【空家等の現状】
・平成30年度空家等現地調査の結果では、市内全域で1,687戸の空家等が確認された。
・市内５地区（三本木・大深内・藤坂・四和・十和田湖）の中では、三本木地区が1,122戸で、全体の66.5％（1,122/1,687）を
　占めている。
・危険度の大きい空家等（ランクB・C）が占める割合の高い地区は、十和田湖地区で、29.1％（39/134）である。
【空家等の課題】
　⑴ 所有者等の高齢化や相続等の発生時に備えた事前の注意喚起、啓発等の取組の検討
　⑵ 所有者等が空家等に対する関心を高めるための情報提供や啓発等を充実させる取組の検討
　⑶ 所有者等の自主的な改善を促し、積極的な利活用の促進を図るとともに、空家等の解体費用の補助制度など、経済面での
　　 支援策の検討

・本計画の対象地区は、市内全域とする。ただし、他の地区と比べ、著しく空
　家率や危険度が高い等の理由により、空家等に関する対策を重点的に推し進
　める必要がある地区については、重点地区として定めることとする。
・空家等の種類は、空家法に定める「空家等」及び「特定空家等」とする。


